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◎議案第 59 号 令和８年度横須賀市一般会計補正予算（第１号） 

 

１ 迷惑電話防止機能付電話機等購入費補助事業の拡充について 

【市民生活課】 

 

（１）補正理由 

  安全で安心なまちづくりの実現に向けた地域のニーズが多様化する中で、神奈川

県が令和８年度から「市町村地域安全・安心まちづくり推進事業費補助金」を創設

しました。これを受けて、当該補助金を活用し、本市で実施している特殊詐欺の未

然防止を目的とした迷惑電話防止機能を備えた電話機の購入助成事業を拡充します。 

  

（２）補正内容 

①歳出補正 

２款 総務費 １項 総務管理費 11 目 市民安全推進費 

（単位 千円） 

説   明 補正前の額 補 正 額 補正後の額 内   容 

地 域 安 全 安 心 活 動 

推 進 事 業 費 

（地域安全安心活動 

推 進 事 業 ） 

10,532 2,250 12,782 

迷惑電話防止機能付電

話機等購入費補助事業

の拡充による補正 

 （内訳）18 負担金、補助金及び交付金 02 補助金 2,250 千円 

 

②歳入補正 

17 款 県支出金 ２項 県補助金 １目 総務費県補助金 

（単位 千円） 

区   分 補正前の額 補 正 額 補正後の額 内   容 

市町村地域安全・安心

ま ち づ く り 

推 進 事 業 費 補 助 

0 2,250 2,250 

当該事業に県補助金

を充当することによる

補正 
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（３）迷惑電話防止機能付電話機等購入費補助事業の拡充内容 

  県補助金活用分の 2,500 円を１台あたりの補助上限額に上乗せします。 

補 助 内 容 現 行 拡 充 後 

補助上限額 5,000 円 7,500 円 

補 助 率 １／２ １／２ 

想 定 台 数 900 台 900 台 

予算額（参考） 4,500 千円 6,750 千円 

 

（４）県補助金の概要について 

  当該事業については、「市町村地域安全・安心まちづくり推進事業費補助金」の

以下の補助メニューを活用し、既存制度の補助上限額を増額します。 

補助メニュー 内 容 補助率 上限額 

特殊詐欺等被害防止 

対策補助事業（再開） 

県内市町村が特殊詐欺被害防止のため、

70歳以上の居住者に電話機等の購入を補

助、又は自ら購入し、貸付等を行う事業

（間接補助） 

１／３ 
３千円 

／台 

 

（５）申請期間 

  令和８年７月 15 日から令和８年 12 月 28 日まで（予定） 
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２ 郵送事務処理業務に係る補正について 

【窓口サービス課】 

 

（１）補正理由 

  住民票等の郵送業務委託において不適切な会計処理が発覚したことを踏まえ、業

務の整理及び運用の見直しの検討を進めてまいりました。 

これを受けて、令和６年 10 月から令和９年９月末までの業務委託契約（長期継

続契約）を令和８年９月末で解除し、令和８年 10 月以降６か月分の委託料を減額

補正します。また、契約終了後は、直営で業務を実施することとし、事務執行に必

要となる経費を増額補正いたします。 

 

（２）補正内容 

歳出補正 

２款 総務費 ３項 戸籍住民基本台帳費 １目 戸籍住民基本台帳費 

（単位 千円） 

説   明 補正前の額 補 正 額 補正後の額 内   容 

事 務 費 等 

（ 住 民 基 本 

台 帳 事 務 ） 

106,739 1,597 108,336 

①郵送事務処理業務

委託契約の解除に

伴う減額補正 

②直営での業務執行

に要する経費の増

額補正 

 

〔歳出補正額内訳〕                        （単位 千円） 

細   節 内   訳 補正前の額 補 正 額 補正後の額 

① 業 務 委 託 料 
郵送事務処理 

業務委託 
25,212 △12,606 12,606 

②人材派遣委託料 
郵送業務の直営

に係る経費 
0 14,203 

 

14,203 

 

 合   計 25,212 1,597 26,809 

（②内訳）＠2,200×7.75h×７人×119 日＝14,202,650 円 
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（参考）未納相当額の調査・請求について 

 

現委託事業者及び前委託事業者との契約期間について、あらためて未納相当額を調

査し請求を行いました。 

 

１ 請求先等 

（１）前委託先事業者 

・株式会社 エイジェック 

東京都新宿区西新宿１丁目 25 番１号 新宿センタービル 46 階 

・委託期間 令和２年 10 月１日から令和６年９月 30 日まで 

  ・請 求 額 13,302,050 円 

  ・請 求 日 令和８年５月 14 日（５月 19 日収納済） 

 

（２）現委託事業者 

・株式会社 ヒューマントラスト 

東京都豊島区東池袋３丁目１番１号 サンシャイン 60 21 階 

  ・委託期間 令和６年 10 月１日から令和９年９月 30 日まで 

  ・請 求 額 （追加分）9,900 円 

・請 求 日 令和８年３月 24 日（３月 27 日収納済） 

   ※３月 12 日請求分と合わせて、6,966,200 円を収納済 

 

２ 委託期間と請求額 

 


